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井手町いじめ防止基本方針（改定案） 

 

はじめに 

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、そ

の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生

命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。 

 本町においては、これまでも、いじめは決して許されない行為であるという

人権尊重の精神の下、どの子どもにも、どの学校でも起こりうるものであると

いう危機意識をもって、その防止と対策に当たってきたところである。 

 このたび、いじめ防止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号。以下「法」と

いう。）の施行を受け、町・学校・家庭・地域社会その他の関係者の連携の下、

いじめの問題の克服に向けて一層の取組を進めるよう、法第 12 条の規定に基

づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処（以下「いじめの

防止等」という。）のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、井手町

いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。 

 

 

第１ いじめの防止等に対する基本的な方向 

１ いじめの定義等 
 

 （１）いじめの定義 

法第２条ではいじめの定義が次のとおり規定されている。  

  

 

 

 

 

 

 

 

    本町では、この定義を踏まえて取り組むものとする。 

取組にあたっては、表面的・形式的に判断せず、児童生徒の感じてい

る思いに着目するなど、当該児童生徒の立場に立って取組を進めると

ともに、けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生

している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感

じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かの判断をするものとす

る。 

     

 

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍して 

 いる等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は 

 物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。） 

 であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを 

 いう。 

 （この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。）  
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 （２）基本方針における「学校」の範囲等 

法第２条第２項において、「この法律において『学校』とは、学校教  

育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する小学校、中学校、高 

等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。）をいう。」 

とされており、本基本方針における「学校」とは、井手町立学校設置条  

例（昭和 45 年井手町条例第 23 号。）に規定する学校とする。 

また、本基本方針における「児童生徒」とは、井手町立学校に在籍す 

る児童又は生徒とし、「保護者」とは、親権を行う者（親権を行う者の  

ないときは、未成年後見人）をいう。 

 

 

２ いじめの防止等の対策に関する基本理念 

   法第３条では基本理念が次のとおり規定されている。 

 

 １ いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題                                     

  であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことが                                       

 できるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを 

  旨として行われなければならない。 

 ２ いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び 

  他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することが 

  ないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじ                                      

  めの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければ                                    

  ならない。 

 ３ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心                                      

  身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団                                    

  体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を                                    

  克服することを目指して行われなければならない。 

 

本町では、この基本理念の下、いじめの防止等のための対策に強い決意

で取り組んでいくこととする。 

 

 

３ いじめの防止等に関する基本的な考え方 
 

 （１）いじめを許さない日頃の指導と早期発見・早期対応 

    ①  学校教育活動全体を通じ、人権尊重を基盤とした指導を充実させ      

るとともに、児童生徒の豊かな情操や社会性、人を思いやる心などを      

はぐくみ、いじめを許さない学校づくりを進める。 
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   ② いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうるという危機意      

識をもって、学校・家庭・地域社会が連携して早期発見・早期対応に      

努める。 

   ③ 教職員は、日常の生活から子どもの変化を察知する鋭敏な人権感覚      

を磨くとともに、教育委員会と学校は連携して適切な相談対応や実態      

把握に努める。 

 

 （２）人権尊重の視点に立った内面深く迫る粘り強い指導 

   ① 児童生徒に、いじめは決して許されない人権侵害であることを理解      

させ、内面に深く迫る指導を粘り強く行うとともに、陰湿化・潜在化      

することのないように注意深く指導を継続する。 

   ② いじめに係る行為の防止にとどまることなく、友人関係を注視し良      

好な関係に戻るまで指導を徹底する。 

 

 （３）学校全体での組織的な対応 

   ① いじめの兆候が見られたら、教職員一人で抱え込むことなく、管理      

職等に速やかに報告し、学校全体で共通理解を図りながら組織的に対      

応する。 

 

 （４）教育委員会・学校・家庭・地域社会の迅速かつ緊密な連携 

   ① 学校は、いじめ問題の発生に際しては、事実関係を正確に確認した      

上で、速やかに教育委員会へ報告・連絡・相談を行うとともに、家庭      ・

地域社会とも緊密に連携して取組を進める。 

   ② 教育委員会は、いじめの通報や相談の窓口を設置し、いじめの防止      

等のための取組が関係者の連携の下、適切に行われるように努める。 

 

 （５）深刻ないじめに対する毅然とした指導 

   ① 暴行や恐喝などの犯罪行為等、学校の指導の範囲を超えるいじめに      

ついては、児童相談所や警察とも連携した対応を行う。 

   ② いじめの状況により、いじめを受けた児童生徒を守り学校の秩序を 

保つために、いじめを行った児童生徒に対して出席停止等の措置も検

討する。 
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第２ いじめの防止等のための対策 

１ いじめの防止等のために町が実施する施策 
 

 （１）組織の設置等 

   ①  「井手町いじめ防止対策推進委員会」（以下「推進委員会」         

という。）を教育委員会に設置する。 

    ア）推進委員会の構成員は次のとおりとする。 

        青少年健全育成・人権・ＰＴＡなどの関係団体の代表、学識経        

験者、心理・福祉の専門家等 

    イ）推進委員会では次のことを行う。 

      ○  基本方針に基づくいじめの防止等のための調査研究等、有効         

な対策を検討するため専門的見地からの審議を行う。 

      ○  小中学校より通報や相談のあったいじめに関する事象につい         

て 、 必 要 に 応 じ 調 査 を 行 う と と も に 、 問 題 の 解 決 を 図 る た め の        

協議や助言を行う。 

       ○ ｢京都府いじめ問題対策連絡会議｣との連携を図る。 

   ② 重大事態の調査を行う教育委員会の附属機関「井手町教育委員会い      

じめ調査委員会」（以下「調査委員会」という。）を設置する。 

       教育委員会は、法第 28 条第１項による重大事態に係る報告を受け、     

必要があると認めるときは、調査委員会において調査を行うものとす      

る。 

     組織の構成員は、推進委員会に弁護士、医師等専門的知識及び経験      

を有する者等を加えた者で構成することを基本とし、当該調査の公平      

性・中立性を確保するように努めるものとする。 

   ③  重大事態の調査を行う町長の附属機関｢井手町いじめ再調査委員

会」（以下「再調査委員会」という。）を設置する。 

     法第 28 条第１項による重大事態に係る調査結果の報告を受けた町      

長は、法第 30 条第２項に基づき、当該報告に係る重大事態への対処      

又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認      

めるときは、再調査委員会において調査を行うものとする。 

     組織の構成は、弁護士、医師、学識経験者、心理や福祉の専門家等     

の専門的知識及び経験を有する者等で構成することを基本とし、当該     

調査の公平性・中立性を確保するように努めるものとする。 

 

 （２）いじめの防止等のための基本施策 
 

   ① いじめの防止 

    ア）児童生徒の豊かな情操と社会性を培い、心の通う人間関係を構築       
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する能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、       

全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。ま       

た､人権週間の取組をはじめとした日常の人権教育の充実を図る｡ 

    イ）いじめの実態把握など、学校における取組状況の点検を進め、い       

じめの防止等の取組の充実を図る。 

    ウ）児童生徒が自主的に行ういじめの防止等のための活動に対する支

援を行う。 

    エ）推進委員会を中心に、国や京都府の調査研究結果を活用しながら       

いじめ防止等の対策について調査研究を進める。 

    オ）いじめの防止等のための対策に関する研修の実施など、教職員の       

資質能力の向上に必要な取組を進める。 

    カ）教職員が子どもと向き合い、いじめの防止等に適切に取り組んで       

いくことができるように、会議等の効率化や諸行事の見直し、部活       

動指導の工夫など、日々の学校業務について指導・助言を行う。 

    キ）いじめの防止等のための対策が適切に行われるよう、スクールカ 

ウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の確保に努め、教育相 

談など学校の求めに応じた支援を進める。 

    ク）法に規定された保護者の責務等を踏まえて、子どもの規範意識の       

育成や、いじめを防止することの重要性に関する理解を深めるため       

の啓発、その他保護者に対する必要な取組を進める。 

    ケ）情報の高度の流通性、発信者の匿名性など、インターネットの特      

性を踏まえて、インターネット上のいじめを防止し、効果的に対処 

することができるように児童生徒及び保護者に必要な啓発活動を 

実施する。 

   ② いじめの早期発見 

    ア）いじめを早期に発見するため、児童生徒に対して学期に 1 回、家      

庭 持 ち 帰 り の 定 期 的 な ア ン ケ ー ト 調 査 や 聴 き 取 り 調 査 を 実 施 し 、      

「いやな思いをした」ものから、生命や身体に危険を及ぼすおそれ       

があるものまで段階的に把握するなど、必要な取組を進める。 

    イ）いじめの通報や相談を受ける体制を整備・充実していくとともに、

これらの相談窓口や京都府などに設置された専門機関を周知し、活

用を図る。 

    ウ）京都府教育委員会が委託するネットパトロール業者との連携と提      

供された調査報告の有効活用を図る。 

   ③ いじめへの対処 

    ア）法第 23 条第２項の規定による報告を受けたときは、学校に対し       

問 題 解 決 に 向 け た 適 切 な 取 組 と 組 織 的 な 対 応 を 図 る こ と を 指 示 す       
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るとともに、当該報告に係る事案について必要に応じ推進委員会に      

おいて調査や協議を行う。 

    イ）いじめを受けた児童生徒、その他の児童生徒が安心して教育を受       

けられるようにするために必要な支援と対応を速やかに行う。事象       

に応じて、いじめを行った児童生徒の保護者に対して学校教育法第       

35条第１項（同法第 49条において準用する場合を含む。）の規      定

に 基 づ き 当 該 児 童 生 徒 の 出 席 停 止 を 命 ず る 等 の 措 置 も 検 討 す る 。       

出席停止の措置を行う場合、出席停止期間における学習への支援な       

ど教育上必要な措置を講じる。 

   ④ 家庭や地域社会、関係機関との連携 

    ア）いじめの防止等のための対策が関係者の連携の下、適切に行われ       

るように啓発活動を進めるとともに、学校・家庭・地域社会や児童       

相談所・警察などの関係機関との連携強化等の体制整備を図る。 

    イ）より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができる       

ようにするため､学校・家庭・地域社会の緊密な連携を促進する。 

 

 

２ いじめの防止等のために学校が実施する施策 
 

 （１）「いじめ防止基本方針」の策定 

    いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、各     

学校において「いじめ防止基本方針」（以下「学校基本方針」という。）    を

策定する。 

    策定に当たっては、その内容としていじめの防止のための取組、早期

発見・いじめ事案への対処（以下「事案対処」という）の在り方、教育

相談体制、生徒指導体制、学校内外におけるいじめを受けた児童生徒の

教育環境・教育機会の確保、校内研修などについて定めるとともに、下

記の事項に留意するものとする。 

    なお、いじめの問題に対する様々な取組を推進していく際、常に個人     

情報の取扱いについて配慮するように努める。 

   ① いじめに向かわない態度・能力の育成等のいじめが起きにくい・い

じめを許さない環境づくりのために、年間の学校教育活動全体を通じ

て、いじめの防止等に資する多様な取組が体系的・計画的に行われる

よう、包括的な取組の方針を定めたり、その具体的な指導内容のプロ

グラム化を図る。 

   ② 教職員がいじめを抱え込まず、組織として一貫した対応となるよう

に、アンケート、いじめの通報、情報共有、適切な対処等のあり方に

ついてのマニュアルを定め（「早期発見・事案対処マニュアル」の策
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定等）、それを徹底するため、チェックリストを作成・共有して全教

職員で実施するなどといった具体的な取組を盛り込む。    

③ 学校基本方針の策定事項は、同時に学校いじめ対策組織の取組によ 

る未然防止、早期発見及び事案対処の行動計画となるよう、事案対処 

に関する教職員の資質能力向上を図る校内研修の取組も含めた、年間 

を通じた当該組織の活動を具体的に記載する。 

④ より実効性の高い取組を実施するため、学校基本方針が、当該学校

の実情に即して適切に機能しているかを必要に応じて見直すＰＤＣＡ

サイクル（＊１）を学校基本方針に定める。 

     さらに、学校基本方針に基づくいじめ防止等の取組の実施状況を学

校評価の評価項目に位置付け、取組状況や達成状況を評価することに

より、評価結果を踏まえ、いじめの防止等のための取組の改善を図る。 

   ⑤ 学校基本方針を策定・見直しを行うに当たっては、方針を検討する

段階から学校評議員やＰＴＡ役員等の参画によって、地域と連携した

学校基本方針になるようにすることが、学校基本方針策定・見直し後、

学校の取組を円滑に進めていく上でも有効であることから、これらの

関係者と協議を重ねながら具体的ないじめ防止等の対策に係る連携

について定めることが望ましい。また、児童生徒とともに、学校全体

でいじめの防止等に取り組む観点から、学校基本方針の策定・見直し

に際し、児童生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について

児童生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるように留意する。 

⑥ 策定・見直しを行った学校基本方針については、学校のホームペー

ジで公開するとともに必ず入学式・各年度の開始時等に児童生徒、保

護者、関係機関に説明する。 

⑦ 人権尊重の精神のもと、いじめを受けた児童生徒を徹底して守り通 

すとともに、いじめを行った児童生徒の持つ課題を解決するため、立ち

直りを支援する具体的な対応方針を定める。 

 

 （２）「いじめ対策委員会」の設置 

    構成員は校長、教頭、教務主任、生徒指導主任など、いじめ対策委員

会が組織的対応の中核として機能するよう、学校の実情に応じて決定す

る。これに加え、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、

個々のいじめの防止・早期発見・対処に当たって関係の深い教職員を追

加するようにするなど、柔軟な組織とする。 

    いじめ対策委員会は、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り

組むに当たって中核となる役割を担う組織であるので、他の組織と併せ

ず、単独で設置することが望ましい。 
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    いじめ対策委員会はいじめの防止等の中核となる組織として、的確に     

いじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報を基に組織的に対     

応できる体制とするものとする。 

    特に、事実関係の把握、いじめであるか否かの判断は組織的に行うこ

とが必要であり、いじめ対策委員会が情報の収集と記録、共有を行うた

め、教職員は些細な兆候や懸念、児童生徒からの訴えを、抱え込まずに、

又は対応不要であると個人で判断せずに、直ちに全て報告・相談するも

のとする。 

    あわせて、学校として、学校基本方針やマニュアル等において、いじ

めの情報共有の手段及び情報共有すべき内容（いつ、どこで、誰が、何

を、どのように等）を明確に定めておく必要がある。 

    また、いじめ対策委員会において、学校基本方針の策定や見直し、取     

組の進捗状況のチェックや、いじめの対処がうまくいかなかったケース     

の検証、必要に応じた計画の見直しなど、いじめ防止等の取組について     

ＰＤＣＡサイクルで検証するものとする。 

 

 （３）学校におけるいじめの防止等に関する取組 

    学校は、教育委員会とともに、家庭・地域社会・関係機関や外部の専    

門家等と連携していじめの防止等の取組を進める。 

   ① いじめの防止 

     いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こりうるという危機意識      

をもって、全ての児童生徒を対象に、いじめを許さない日頃の取組を      

進める。そのために児童生徒が、心の通じ合うコミュニケーション能      

力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる      

ような授業づくりや集団づくりを推進する。その中で集団の一員とし      

ての自覚や自信を育むことにより、互いを認め合える人間関係・学校     

風土をつくるように努める。 

     また、道徳科の授業はもとより、学級活動、児童会・生徒会活動等

の特別活動も含む学校教育活動全体を通じて、児童生徒が自らいじめ

の問題について考え、議論する活動やいじめを防止するための取組を

推進する。 

     加えて、児童生徒に対して、傍観者とならず、教職員や相談窓口へ

の報告をはじめとするいじめを止めさせるための行動をとる重要性

を理解させるよう努める。 

     あわせて、発達障がいを含む障がいのある児童生徒、学校として配

慮が必要な児童生徒については、日常的に、当該児童生徒の特性を踏

まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童生徒
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に対する必要な指導を組織的に行う。 

     さらに、教職員の言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒に      

よるいじめを助長したりすることのないよう、人権尊重の精神に基づ      

く指導を進める。 

   ② いじめの早期発見 

     いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所      

や時間に行われたりするなど、教職員が気づきにくく判断しにくい形      

で行われることが多いことを踏まえ、児童生徒が示す変化や危険信号      

を見逃さないよう、鋭敏な人権感覚を磨くとともに、日頃からの児童      

生徒との関わりを大切にし、信頼関係を構築する中でいじめの早期発      

見 に 努 め 、 い じ め が 深 刻 化 す る こ と の な い よ う 適 切 に 対 処 し な け       

ればならない。 

     学校が実施するアンケート調査や聴き取り調査等において、児童生

徒が自らＳＯＳを発信すること及びいじめの情報を教職員に報告す

ることは、当該児童生徒にとって多大な勇気を要するものであること

を教職員に理解させ、これを踏まえ、児童生徒からの相談に対しては、

必ず教職員等が迅速に対応することを徹底する。 

   ③ いじめへの対処 

     いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、     

速やかにいじめ対策委員会へ報告するとともに組織的に対応しなけ     

ればならない。教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、いじめ対策      

委員会に報告を行わないことは、法第２３条第１項の規定に違反す     

る。 

     また、教職員は学校の定めた方針等に従って、いじめに係る情報を

適切に記録する必要がある。 

いじめ対策委員会において情報共有を行った後は、事実関係を確認

の上、組織的に対応策を決定し、いじめを受けた児童生徒を徹底して

守り通すとともに、事実関係と学校の対応策を迅速に保護者に伝え、

不安の解消に努める。いじめを行った児童生徒に対しては、当該児童

生徒の人権認識の深化を図りながら、教育的配慮の下、毅然とした態

度で指導する。これらの対応について、教職員全員の共通理解、保護

者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。 

   ④ いじめが起きた集団への働きかけ 

      いじめを受けた児童生徒に対する支援や対応、いじめを行った児童

生徒への指導だけでなく、いじめを見ていた児童生徒に対しても、自

分の問題として捉えさせ、例えいじめを止められなくても、誰かに知

らせる勇気をもつように指導する。 
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          また、はやし立てるなど同調していた児童生徒に対しては、それら      

の行為はいじめに加担する行為であることを十分に理解させるなど、      

いじめを許さない集団づくりを進める。 

  ⑤ いじめ解消の定義  

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。い

じめが「解消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満た

されていることとする。ただし、これらの要件が満たされている場合

であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。 

     ア）いじめに係る行為が止んでいること 

       いじめを受けた児童生徒に対する心理的又は物理的な影響を

与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）が止

んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間と

は、少なくとも３か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重

大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、

この目安にかかわらず、学校の設置者又はいじめ対策委員会の判

断により、より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員

は、相当の期間が経過するまでは、いじめを受けた児童生徒・い

じめを行った児童生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過し

た段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当

の期間を設定して状況を注視する。 

     イ）いじめを受けた児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

       いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点にお

いて、いじめを受けた児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛

を感じていないと認められること。いじめを受けた児童生徒本人

及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面

談等により確認する。 

       学校は、いじめが解消に至っていない段階では、いじめを受け

た児童生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任

を有する。いじめ対策委員会においては、いじめが解消に至るま

でいじめを受けた児童生徒の支援を継続するため、支援内容、情

報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実

行する。 

⑥  いじめ解消後の継続的な指導 

     いじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎ

ず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能

性が十分にあり得ることを踏まえ、引き続き友人関係を注視し、当該

事象の完全解消に至るまで、継続的に指導を行う。 
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     また、いじめの発生を契機として、事例を検証し、再発防止のため      

に日常的に取り組む内容を検討し、いじめを許さない学校づくりの取      

組を計画的に進める。 

   ⑦ インターネット上のいじめへの対応 

      インターネット上のいじめを防止し、効果的に対処できるよう、スマ

ートフォン等へのフィルタリング（＊２）普及の促進や情報モラル教育

など、児童生徒及びその保護者に対する啓発活動を進める。  

     また、インターネット上のいじめは、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、 

民事上の損害賠償請求の対象となり得ることを踏まえ、児童生徒に対

して、インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、いじめを

受けた児童生徒等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解さ

せる必要がある。 
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第３ 重大事態への対応 

１ 重大事態の意味 

   法第 28 条第１項に規定する次のことを重大事態とする。 

 

 １ いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大 

   な被害が生じた疑いがあるとき。 

 ２ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席する 

   ことを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。    
 

   井手町の基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライ

ン（平成２９年３月文部科学省）」に基づき適切に対応する。また、日頃

から重大事態に至ることのないよう、早期の問題解決に努める。   

 

２ 重大事態発生の報告及び調査等 

   重大事態が発生した場合、学校は直ちに教育委員会に報告し、教育委員  

会はこれを町長に報告する。 

  この場合教育委員会又は学校は、その重大事態に対処し、及び当該重大事  

態と同種の事態の発生の防止に資するため、当該重大事態に係る事実関係を  

明確にするための調査（以下「重大事態の調査」という。）を行うものとす  

る。 

 

３ 調査を実施する組織 

  重大事態の調査は、教育委員会又は学校が実施するが、調査の実施主体に  

ついては教育委員会が判断する。 
 

 （１）学校が調査主体となる場合 

     学校が調査主体となる場合、各校に設置するいじめ対策委員会を母体

として当該重大事態の内容に応じた適切な専門家等を含めた組織におい

て調査を行う。 

 

 （２）教育委員会が調査主体となる場合 

    教育委員会が調査主体となる場合、教育委員会に設置する調査委員会     

において調査を行う。 

 

４ 事実関係を明確にするための調査の内容 

  重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（いつ頃から）、誰から  

行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の  

人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応した  

かなど、事実関係を明確にするために調査を行う。その際、可能な限り網羅  
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的に明確にし、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るものとす

る。 

 

５ 調査結果の提供及び報告 
 

 （１）調査結果の提供 

     調査を実施した場合は、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒やそ     

の保護者に対し、事実関係等その他の必要な情報について経過報告を含     

め説明を行う。 

 

 （２）調査結果の報告 

    重大事態の調査結果について町長に報告する。 

    その際、前項の説明の結果を踏まえて、いじめを受けた児童生徒又は     

その保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒又はその保護     

者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて報告す     

る。 

 

６ 町長による再調査及び措置 
 

 （１）再調査 

    法第 28 条第１項の規定による重大事態の調査結果について報告を受     

けた町長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種     

の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、調査の結果につ     

いて法第 30 条第２項に基づき、再調査委員会において調査（以下「再     

調査」という。）を行う。 

 

 （２）再調査の結果を踏まえた措置 

    町長は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該     

調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の     

防止のために必要な措置を講ずる。 

 

 （３）いじめを受けた児童生徒及びその保護者への再調査に係る情報提供 

     再調査を実施した場合は、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及     

びその保護者に対し、重大事態の事実関係とその他の必要な情報につい     

て、経過報告を含め説明を行う。 

 

 （４）再調査結果の議会への報告 

    町長は再調査の結果について議会に報告する。 
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第４ その他いじめの防止等のための取組 

  町は、基本方針に定めるいじめの防止等の取組が実効的に機能している

か、推進委員会において検証し、必要に応じて見直すものとする。 

 

 

＊１ 〔 ＰＤＣＡサイクル 〕 
   PDCA サイクルとは、次の４段階の頭文字をつなげたものでこれを繰り返しサイクルを向上させる 

ことによって継続的に取組を改善しようとする考え方である。 
 
  ① Plan（計画）：従来の実績や将来の予測などをもとに取組計画の作成 
  ② Do（実施､実行）：計画に沿って取組を遂行 
  ③ Check（点検､評価）：取組の遂行が計画に沿っているかどうかの確認､評価 
  ④ Action（処置､改善）：計画に沿って遂行されていない部分の処置､改善 
＊２ 〔 フィルタリング 〕 
  フィルタリングとは、インターネット上のウェブページなどを一定の基準で評価判別して選択的に  

排除する機能のこと。主に青少年保護等を目的として活用される。 


